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「福岡市屋外広告物条例」の一部改正（案）について

１．報告の趣旨

４．条例改正の方向性

○広告宣伝車の車体利用広告物について、車検証の使用の本拠に関わらず、市内を走行するす
べての広告宣伝車にも適用されるよう、規定を改正する。

○車体利用広告物の規格について、面積制限を設けるよう、規定を改正する。

５．条例改正の概要

（１）対象となる車両

・使用の本拠が「福岡市」である車両。ただし、広告宣伝車については、市内を走行するすべての

車両

（２）車体利用広告物に対する手続き等の概要

①市内を走行する際に許可申請が必要となる

ア 屋外広告物許可申請（市条例第５条、第４３条、市規則第２～3条等参照）

・屋外広告物許可申請書を提出し、許可を受けなければならない

・許可申請の際、手数料を納付しなければならない

○半年間の実態調査結果により、市内を走行する広告宣伝車のほとんどが、市外本拠の車両であ
り、本市の許可手続きの対象外であることが判明した。このため、市外本拠の車両も含めて、許
可手続きの対象とする必要がある。

○広告宣伝車のような車体利用広告物は、一般的に表示面積が大きく、頻回する場合は、壁面等
に設置される広告と同様に景観に与える影響は大きいと考えられるが、壁面等に設置される広
告物のような面積制限を設けていないことから、良好な景観を維持するために、車体利用広告
物に対しても面積制限を設ける必要がある。

○このため、車両の対象拡大及び車体利用広告物の面積制限について、市条例を一部改正する
必要があるもの。

３．現状及び課題を踏まえた条例改正の必要性

２．市条例における広告宣伝車の現行ルール

○現行の市条例に基づく具体な運用において、許可手続きの対象となるのは、使用の本拠が「福
   岡市」にある車両であり、使用の本拠が他の自治体にある車両については当該自治体の屋外広
   告物条例に基づき、当該自治体で許可手続きを行うこととされている。
○広告宣伝車のような車体利用広告物は、壁面等に設置される広告物のような面積制限を設けて

いない。

○近年、全国の主要都市において、光や原色などを使用した広告宣伝用自動車（車検証の「車体
の形状」に「放送宣伝」と記載されている自動車。以下、「広告宣伝車」という。）の走行が増え、
都市の良好な景観への影響などが問題となっている。

○福岡市においても、同様の状況が見られており、福岡市内を走行する広告宣伝車の実態を把握
するために、令和７年4月から1年間の調査を開始したところ。

○この度、9月までの半年間の調査結果を取りまとめ、検討を行い、今後の対応について内容をまと
めたため報告するもの。

②市条例に定める車体利用広告物の規格の遵守が必要となる（第９条、告示第103号等参照）
ア 面積が20平方メートル以下であること。ただし、市長が別に認める場合については、この限

りではない。
イ 車体の外面への表示・設置が禁止される広告物

・発光可変表示式広告物（一定時間表示の内容が変わらないものを除く）

・発光、蛍光又は反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるもの

③屋外広告業の登録が必要となる（市条例第２６条参照）

・市内において、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業を行う法人又

は個人は、屋外広告業の登録を受けなければならない。営業所を市内に有していない場合

であっても、市内で上記営業を行う場合には登録が必要

④許可取り消し、行政措置命令や罰則の適用を受ける

ア 監督（市条例第１６条参照）

・許可を受けた広告宣伝車が、許可等に付した条件に違反した場合は、許可権者は、表

示若しくは設置の停止を命じ、改修、移転、除却等の措置を命じることができる。

イ 罰則（市条例第４６条～第49条参照）

・広告宣伝車に広告を表示して無許可で走行した者、許可後に無許可で広告の表示内

容を変更した者、措置命令に違反した者等は１００万円以下の罰金に処する。

・屋外広告業の登録を受けずに屋外広告業を営んだもの、不正の手段により登録を受

けた者等は、１年以下の拘禁刑または１００万円以下の罰金に処する。

・屋外広告業の廃業等の届出を怠ったもの等は、５万円以下の過料に処する。

7．今後のスケジュール（予定）

令和７年１１月 第３０回 福岡市屋外広告物審議会
（諮問、パブリックコメントの実施）

令和７年１２月 １２月議会報告
（条例の一部改正（案）について）

令和7年12月下旬から
８年 １月下旬 パブリックコメントの実施

令和８年 ２月 第３１回 福岡市屋外広告物審議会
（答申、パブリックコメントの結果報告）

令和８年 ３月 ３月議会（改正条例案上程）
令和８年 ４月 改正条例公布
令和８年１０月 改正条例施行
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6．パブリックコメントの実施について

（１）意見募集期間
令和7年12月下旬～令和8年1月下旬

（２）閲覧・配布場所
下記の配布場所において閲覧・配布を行うとともに、福岡市ホームページにも掲載
＜閲覧・配布場所＞
住宅都市みどり局都市景観室（市役所4階）、情報公開室（同2階）
情報プラザ（同1階）、各区役所情報コーナー、入部・西部出張所



調査地点
天神周辺 ： 那の津口交差点、天神橋口交差点、渡辺通４丁目交差点

博多駅周辺 ： 祇園町交差点、博多駅バスターミナル前交差点、音羽交差点

調査回数 全４８回

調査時間 平日・休日の９時から２１時のうち２時間

福岡市内を走行している車両の本拠、発光・点滅等の有無について把握するために、実態調査

を行うもの。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

天神周辺：渡辺通り（天神橋口交差点など）

博多駅周辺：大博通り、筑紫通り（博多駅バスターミナル前交差点など）

・調査地点を通過した車両の台数、車両ナンバー、発光・点滅等の有無、表示内容など

・調査にて判明した車両ナンバーにより、使用の本拠の位置を確認

＜参考＞広告宣伝車の実態調査について

１．実態調査概要

２．調査結果（４月から９月）について

（１） 調査目的

（2） 調査期間

（3） 調査地点

（1） 調査概要

（４） 調査内容

＜天神周辺＞ ＜博多駅周辺＞

（２） 調査地点詳細

那の津口交差点

天神橋口交差点

渡辺通4丁目
交差点

音羽交差点

博多駅バスターミナル
前交差点

祇園町交差点

３．調査結果

①調査地点を通過した車両の延べ台数
３６９台（走行頻度約１６分に1台）

②広告の表示内容
・いわゆる風俗関連車両 ３２９台（８９％）
・その他（転職サイト、ゲーム関連等） ４０台（１１％）

○調査地点を通過した車両のほぼすべてが風俗関連車両

③風俗関連車両の使用の本拠の位置
・風俗関連車両３２９台の内、ナンバー判明台数は ２９１台
・ナンバーが判明した車両の使用の本拠の位置は、
福岡市内 ０台
福岡市外 ２９１台

○風俗関連車両のすべてが、本市条例に基づく許可手続きの
対象外の車両（本拠が福岡市外）であることが判明

④その他
・音を発していた車両は、調査地点を通過した車両の延べ台数369台のうち205台（55％）。
そのほとんどが風俗関連車両

・天神地区と博多駅周辺地区を同一の風俗関連車両が周回

合計：３６９台

その他
４０台（１１％）

風俗関連車両
３２９台（８９％）

《調査地点を通過した車両の
延べ台数の表示内容内訳》

《風俗関連車両の使用の本拠
（ナンバー判明分）》

合計：２９１台

※）いわゆる風俗関連車両とは
風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）第2条に
規定される「風俗営業」等に関する広告及び同条に規定される「風俗営業」
等への求人に関する広告を掲出している車両のことをいう

粕屋町等
９６台（３３％）

野田
（千葉県）1７６台

（６１％）

その他
７台（2％）

越谷（埼玉県）
１２台（４％）

福岡ナンバー 本拠：粕屋町等） 96台
野田ナンバー （本拠：千葉県） 176台
越谷ナンバー （本拠：埼玉県） 12台
松本ナンバー （本拠：長野県） ２台
なにわナンバー （本拠：大阪府） ４台
名古屋ナンバー （本拠：愛知県） １台
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＜参考＞車体利用広告物に関する現行のルール

＜福岡市屋外広告物の手引きより＞

＜福岡市屋外広告物Q＆Aより＞
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＜参考＞広告宣伝車車体寸法一覧

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 3,000 × 1,800 5.40 2 10.80

スカート部 3,000 × 500 1.50 1 1.50

後部 1,700 × 1,800 3.06 1 3.06

前面 1,600 × 500 0.80 2 1.60

16.96

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 4,100 × 1,900 7.79 2 15.58

スカート部 4,400 × 500 2.20 2 4.40

後部 1,600 × 1,900 3.04 1 3.04

前面 1,400 × 500 0.70 1 0.70

23.72

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 6,300 × 2,300 14.49 2 28.98

スカート部 6,300 × 500 3.15 1 3.15

後部 2,100 × 2,300 4.83 1 4.83

前面 1,200 × 800 0.96 1 0.96

37.92

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 8,400 × 2,400 20.16 2 40.32

スカート部 8,700 × 600 5.22 2 10.44

後部 2,200 × 2,400 5.28 1 5.28

前面 1,200 × 900 1.08 1 1.08

57.12

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 9,300 × 2,400 22.32 2 44.64

スカート部 9,500 × 600 5.70 2 11.40

後部 2,200 × 2,400 5.28 1 5.28

前面 1,400 × 900 1.26 1 1.26

62.58

幅 高さ ㎡ 面数 合計（㎡）

側面 9,400 × 2,500 23.50 2 47.00

スカート部 9,400 × 600 5.64 2 11.28

後部 2,300 × 2,500 5.75 1 5.75

前面 2,400 × 1,200 2.88 1 2.88

66.91

※サイズについては、平均的なサイズであり参考値
※実態調査により、車検証を確認できた車両９台のうち5台が、４トンロングタイプ、２台が4トンタイプ、
　　1台が2トンタイプ、1台が軽トラタイプに近い車両であった

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

2ｔ

2ｔロング

4ｔロング

4ｔ

4ｔ超ロング

4ｔ超超ロング



＜参考＞屋外広告物に関する規格基準
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＜参考＞屋外広告物に関する規格基準
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